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表紙写真 京丹後市役所峰山庁舎２号館（新築）
・令和７年８月４日（開庁）

・地上３階建（鉄筋コンクリート造）

・新しい2号館では、窓口部署の集約のほか、市民にやさしい窓口を目指したワンストップ
窓口の整備や、職員の生産性・創造性向上に繋げる働き方フリーアドレスやABWを導入
しました。
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はは  じじ  めめ  にに  
 

地方公務員災害補償制度 

 地方公務員災害補償基金（以下「基金」という。）は、地方公務員災害補償法の施行に伴い、

地方公共団体等に代わって、地方公務員等の公務上の災害又は通勤による災害に対する迅速

かつ公正な補償を実施し、職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目

的として、昭和 42 年 12 月１日に設立されたもので、平成 15 年 10 月には地方共同法人へと

移行し、地方公共団体が主体となった取組が行われています。 

 基金は、東京都に本部を、各都道府県及び政令市に支部を設置しており、京都府支部にお

いては、教職員、警察職員を含む京都府の職員、公立大学法人の職員及び京都市を除く市町

村、一部事務組合等の職員を対象として、設立後、令和６年度までの 57 年間に、32,953 件の

公務上の災害と、2,669 件の通勤による災害を認定してまいりました。 

 

昨今の認定、補償実施状況及び基金の財政状況 

 京都府支部では、公務災害、通勤災害の発生防止に積極的に取り組んできており、令和６

年度の認定件数は 355 件と前年度に比べ 79 件減少しました。 

また、被災職員等に支給された給付費の総額は、京都府支部では令和６年度で 400,490 千

円と、前年度に比べ 3.9％減少しています。基金全体では 24,188,005 千円と前年度に比べ

1.5％減少しています。 

 京都府支部が支給した給付費の内訳を見ると、最も大きな割合を占める療養補償について

は前年度と比べ 15.1％減少しましたが、死亡事案が発生したため遺族補償が 11.3％増加して

います。遺族補償と障害補償を合わせて給付費全体の半分を占めており、死亡事案・重症事

案の発生防止に努めることが重要となります。 

 

安全で快適な職場環境の実現・公務災害等の発生防止に向けて 

  社会環境がめまぐるしく変化する中、地方公共団体の職員には、地域課題に的確に対応し

た、住民満足度の高い行政サービスの提供が期待されています。安心して職務に専念するこ

とのできる職場環境の実現は、公務能率の向上とともに、住民サービスの向上につながるも

のと考えております。 

 京都府支部では、職員の安全と健康管理に努め、災害の発生防止に向けた取組を一層強化

するよう各地方公共団体へお願いするとともに、公務災害防止事業実施への働きかけを積極

的に行い、講習会等事業への助成やホームページによる情報提供などの支援を更に推進して

いきたいと考えております。制度につきまして疑問に思われることなどがありましたら、遠

慮なく当支部までお問い合わせください。 

 本冊子は、公務災害担当職員だけでなく、約４万人の対象職員の皆様一人ひとりに公務災

害、通勤災害の制度や京都府支部における認定、補償の現状、課題をお知らせし、災害の未

然防止や公正な補償の実施に活用していただくことを目的として発行しております。 

 是非、御一読いただき、災害のない明るい職場づくりの一助となれば幸いに存じます。 

 
 

令和８年３月 
 

地方公務員災害補償基金京都府支部  

事務長  牧 隆 志  
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 公務災害の中には、基本的な安全対策を行えば防ぐことができたと考えられるものも多く、

基金、各任命権者・所属においては、職員の公務遂行中の安全確保のため、職場の実態に応

じた注意喚起と公務災害防止に向けた専門的知識の普及、啓発を行っています。 

 

基金京都府支部における公務災害防止事業としては、職員のメンタルヘルスを保ち、ハラ

スメントを防止するための研修や、作業時の転倒・転落・巻き込まれ等の事故防止に係る研

修等、様々な取組みが行われており、その一部をご紹介します。 

・管理職メンタルヘルス研修（宇治市） 

宇治市では、近年、メンタル不調により、休養

や休職となる職員が増加傾向にあることから、

メンタル不調が起きる傾向にある職員の特徴や

職員がメンタルヘルス不調にならないための予

防策について学ぶ場として、所属長を対象とし

たメンタルヘルス研修会を実施しました。 

 研修会では、地方公務員のメンタルヘルスに

関わる現状（増加要因、病休者率の推移、年齢

層、団体・職種区分別の状況等）から、所属長と

して求められるマネジメント（不調職員への気

づき、不調職員への声掛けの重要性等）につい

て学ぶことにより、メンタルヘルスケアに係る

意識の高揚を図りました。 

 

・その他各任命権者での取組 

その他、以下の公務災害防止事業が実施されました。 

【研修会等】 

◇京都府警察本部：術科訓練中における公務災害防止研修会及び新隊員訓練中における熱

中症防止研修会を開催 

◇京都府人事委員会：職員の勤務条件及び安全衛生に関する講習会を開催 

◇福知山市：メンタルヘルス研修会を開催 

◇八幡市：ハラスメント対応研修を開催 

◇長岡京市：カスタマーハラスメント研修及びメンタルヘルス研修を開催 

◇京都地方税機構：管理監督者メンタルヘルス研修を開催 

 

【啓発活動等】 

◇京都府教育委員会：チラシを作成し全職員に配布、説明を行い公務災害防止を啓発 

◇城陽市：「安全衛生かべしんぶん」の掲出により、安全な職場環境維持を啓発 

 

基金京都府支部では、こうした各任命権者・所属の取組を支援するため、各事業を共催
するとともに、必要な経費を分担しているところです。公務災害防止事業の実施・共催に
ついては、基金京都府支部にお問い合わせください。 

公 務 災 害 の 防 止 に 向 け て 
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今回は、公務災害・通勤災害に関する法令の適用関係や、認定請求で気を付けるポイント

等について紹介します。 

 

地方公務員等の公務災害や通勤災害に対する補償は、法令に基づき、職員の勤務形
態等に応じて地方公共団体等が補償を実施する仕組みになっています。 

 

Ｑ１．公務災害・通勤災害の認定請求は全て基金に対して行うのですか？  

Ａ１．被災職員の身分に応じて、適用法令や補償実施機関が異なります。常勤職員や

再任用職員は地方公務員災害補償法により補償されますので、基金に認定請求

を行ってください。会計年度任用職員等の非常勤職員は、所属や勤務形態等に

よって適用法令が異なりますので注意が必要です。 
 

 POINT１  主な勤務形態と適⽤法令の関係は以下のとおりです。 
 

区分 職種等 
適用法令 

※補償実施機関 

常
勤
職
員 

・全職員 

 ※臨時的任用職員は、ここに含まれます 

地方公務員災害補償法 

※地方公務員災害補償基金 

常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
職
員 

・再任用短時間勤務職員 

・任期付短時間勤務職員 

・育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員 

等 

・常勤的非常勤職員 

・労働基準法別表第１に掲げる事業に雇用される船員 

・労働基準法別表第１に掲げる事業に雇用される者 

 （船員を除く） 

労働者災害補償保険法 

※国（厚生労働省） 

・上記事業に雇用される者以外の者 地方公務員災害補償法に 

基づく条例 

※地方公共団体等 

 

  

Ｑ ＆ Ａ  実 務 の ポ イ ン ト 
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Ｑ２．「常勤的非常勤職員」に該当する条件を教えてください。  

Ａ２．常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日が 18 日以上ある月

が、引き続いて 12 月を超え、それ以後も引き続き当該勤務時間により勤務する

ことを要することが必要です。 

 ただし、一月間の日数（地方自治法第４条の２第１項により条例で定める日は

参入しない。）が 20 日に満たない場合は、18 日から 20 日と当該日数との差に相

当する日数を減じた日数となります。 

 

 POINT２  パートタイムの非常勤職員や、採⽤後１年を経過していないフルタイムの非
常勤職員は、常勤的非常勤職員に該当しません。 

 POINT３  「一月間の日数が 20 日に満たない場合」の具体的な考え方は、以下のとおり
です。 

（例）令和８年２月・京都府の場合 
「京都府の休日を定める条例」では、⼟曜日・日曜日・祝日が休日と定められ
ていますので、令和８年２月の日数は「18 日」となります。したがって、当
該月において勤務が必要な日数は、18 日－（20 日－18 日）＝16 日以上とな
ります。 
 

 

 
 

 

Ｑ３．常勤的非常勤職員の認定請求で気を付けることはありますか。  

Ａ３． 職員の身分や勤務時間を確認できる資料（採用辞令等）と、勤務日を確認でき

る資料（被災の前月から少なくとも過去１年分の出勤簿の写し）を提出してくだ

さい。 

※その他、事案ごとに追加の資料提出を依頼する場合があります。 
 

フレックスタイムの適用を受ける場合など、別途検討が必要となることがありま

すので、個別具体的な案件については、当支部までお問い合わせください。 

〇京都府の休日を定める条例 

(府の休日) 

第１条 次に掲げる日は、府の休日とし、府の機関の執務は、原則として行わないものとする。 

(１) 日曜日及び土曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 

(３) 12 月 29 日から翌年の１月３日までの日(前号に掲げる日を除く。) 
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   公務災害担当者の方へ    
 

医療機関を受診させてください 

医療機関を受診せず、柔道整復師の施術をもって公務災害認定請求を行う事例について

は、以前より様々な問題が生じており、被災職員が不利益を被る事案も発生しています。 

当支部としても、従前から医療機関への受診を推奨してきておりますが、地方公務員災

害補償基金京都府支部審査会からも、医療機関への受診を勧奨するよう通知がありました。 

被災職員が適切な医療を受ける機会を確保するためにも、医療機関を受診させるように

してください。 

◇ 整骨院等は医療機関ではありません。 

整骨院、接骨院等の施術所では、柔道整復師が捻挫や打撲に対する施術（医業類似行

為）を行っています。施術は、医師の行う医行為（医療行為）とは異なるものです。 

柔道整復師は、「診断」を行うこともできません。「診断」を行い、診断書を書けるの

は医師及び歯科医師のみです。 

柔道整復師は、過去の施術内容について施術証明書を書くことはできますが、具体的な診断
名や傷病の治療見込みを記載することはできません。 

◇ 重複するものは補償されません。 

医療機関での療養と重複して受けた整骨院等での施術は公務災害の補償の対象にはな

らず、施術料は支給されません。 

◇ 整骨院等での施術が長期化している時は医療機関を受診させてください。 

整骨院等での施術が長期化（１～２ヶ月以上）している場合、被災当時に想定してい

なかった傷病の可能性もあります。早い段階で医師の診断を受けるよう勧めていただき

ますようお願いします。 

◇ 検査データが必要になることがあります。 

特に負傷部位が「頚部」「腰部」の場合、認定請求に係る審査の時にＸ線、ＭＲＩ等

の検査データが必要になることがあります。 

また、療養が長期化してから医療機関を受診しても、被災直後の検査データが無いた

めに被災職員が不利益を被ることがありますので、ご注意ください。 

 

治療はきちんと受けさせてください 

自己判断で治療を中断すると、療養が長引いたり重症化したりしてしまうことがあります｡ 

◇ 被災職員の受診に配慮してください。 

所属長は、「仕事が忙しい」などの理由で被災職員が治療を中断しないよう、配慮をお

願いします。被災職員の療養の経過を把握し、無理をしていないか、きちんと主治医の指

示を守っているか確認してください。 

◇ 主治医とコミュニケーションを取りましょう。 

治療内容や今後の治療方針について医師の説明をよく聞き、分からないことは質問する

よう被災職員を指導してください。被災職員が自らの状況を把握することが、よりよい療

養につながります。 
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令令和和６６年年度度公公務務災災害害補補償償のの現現状状（（補補償償統統計計））  

 

令和６年度の公務災害、通勤災害の認定状況や補償の実施状況等をまとめたものです。 

 災害の発生状況の分析や災害発生防止等にお役立てください。 

 

◆ 補償統計目次 ◆ 

１ 支部の概況 -----------------------------------------------------  8 
対象職員数 
認定状況 
支部審査会の状況  
負担金の状況 
補償及び福祉事業の実施状況  
収支率 
 

２ 公務災害の状況 ------------------------------------------------- 12 
公務上災害の認定状況 
概 況 
（死亡事案の根絶を目指して！） 
職種別、団体別認定状況 
年度別、団体別認定状況 
年度別、職種別認定状況 
職種別、態様別認定状況 
原因別、職種別認定状況  
団体別、年齢別の状況  
府知事部局等職員  
教育職員（公立大学職員及び市町村費の教育職員を除く。） 
警察職員  
市町村等職員（一部事務組合、広域連合、公立大学法人、財産区を含む。）  
 

３ 公務災害補償等支給状況  ---------------------------------------- 20 
公務災害に係る補償の実施状況 
概 況 
（解説）主な補償の種類と内容 
種類別、職種別補償額等 
職種別療養補償の状況 
公務災害に係る福祉事業の実施状況 
（解説）福祉事業とは？ 
 

４ 通勤災害の状況 ------------------------------------------------- 24 
通勤災害の認定状況 
概 況 
年度別、職種別認定状況 
態様別認定状況 
（冬場の転倒に注意！） 
通勤災害に係る補償及び福祉事業の実施状況 
（解説）公務災害と通勤災害の補償内容等 
 

５ 第三者加害事案の処理状況 --------------------------------------- 27 
概 況 
第三者加害事案の発生事由・処理状況 
（解説）第三者加害事案とは？ 
（第三者加害事案ではココに注意！） 
 

（参考）公務災害、通勤災害団体別認定件数、千人比 ------------------ 29 
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１１  支支部部のの概概況況                                              

基金京都府支部は、府・教育・警察・市町村職員等を対象に補償を行っています 

 基金京都府支部の令和６年度の対象団体数は、１府 14 市 11 町村 20 一部事務組合２大学法

人１財産区となっています。対象職員数は、第１表のとおり、令和６年度末において 39,794

人です。 

 京都府については、知事部局等の職員のほか府立学校教職員や府費負担の義務教育学校職

員、警察職員が対象であり、京都府公立大学法人は、京都府立医科大学及び京都府立大学の

義務教育学校職員以外の教育職員が対象です。 

 また、市町村等については、京都市を除く府内の市町村等職員が対象となっています。 

 

＜第１表＞ 対象職員数 

 
 

＜第２表＞ 令和６年度の職種別、団体の種類別対象職員数 

 

  

（人）

府

知事部局等 教育委員会 警察本部

R 2 23,574 4,419 12,092 7,063 2,194 10,007 1,837 1,883 1 39,496

R 3 23,644 4,447 11,981 7,144 2,228 10,053 1,841 1,936 0 39,630

R 4 23,577 4,463 11,981 7,133 2,257 10,071 1,840 1,992 0 39,737

R 5 23,587 4,423 12,090 7,074 2,256 10,058 1,847 2,033 0 39,781

R ６ 23,519 4,350 12,094 7,075 2,338 10,084 1,843 2,010 0 39,794

前年度比 △ 68 △ 73 4 1 82 26 △ 4 △ 23 0 13

-0.3% -1.7% 0.0% 0.0% 3.6% 0.3% -0.2% -1.1% - 0.0%

団体の種類

年度
計大学法人 市 町村

一部事務組合

広域連合
財産区

府

知事部局等 教育委員会 警察本部

義務教育学校職員 8,038 0 8,038 0 0 0 0 0 8,038 20.2%

義務教育学校職員
以 外 の 教 育 職 員

4,046 0 4,046 0 2,338 1,025 171 12 7,592 19.1%

警 察 職 員 7,075 0 0 7,075 0 0 0 0 7,075 17.8%

消 防 職 員 0 0 0 0 0 961 93 626 1,680 4.2%

電 気 ･ガ ス ･ 水道
事 業 職 員

67 67 0 0 0 518 86 0 671 1.7%

運 輸 事 業 職 員 0 0 0 0 0 16 16 0 32 0.1%

清 掃 事 業 職 員 0 0 0 0 0 266 14 179 459 1.2%

船 員 27 17 10 0 0 0 0 0 27 0.1%

そ の 他 の 職 員 4,266 4,266 0 0 0 7,298 1,463 1,193 14,220 35.7%

計 23,519 4,350 12,094 7,075 2,338 10,084 1,843 2,010 39,794 100.0%

構成割合 59.1% 10.9% 30.4% 17.8% 5.9% 25.3% 4.6% 5.1% 100.0%

計
構成
割合

職　種

団体の種類

大学法人 市 町村
一部事務組合
広域連合･財産区

（人）
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令和６年度の公務災害は３２３件、通勤災害は３２件となっています 

 基金京都府支部は、被災職員からの請求に基づき、公務災害又は通勤災害の認定を行いま

すが、第３表のとおり、令和６年度に、公務上災害と認定した件数は、323 件（対前年比 63

件減）、通勤災害該当と認定した件数は、32 件（対前年比 16 件減）となっています。 

前年度と比べ、特に警察本部で大きく減少しています。 

 

 公務上又は通勤災害該当と認定された災害（負傷、疾病、障害及び死亡）については、基

金京都府支部から、療養補償をはじめとする補償を受けることができます。 

 

＜第３表＞ 公務災害・通勤災害認定件数 

 

※ 公務外認定、通勤災害非該当認定は除く 

 

 

 

不服申立て制度として、基金京都府支部審査会が設置されています 

基金京都府支部が行う公務上外の認定等の処分に対し不服がある場合は、処分があったこ

とを知った翌日から起算して３ヵ月以内に基金京都府支部審査会に審査請求をすることがで

きます。 

支部審査会は、学識経験者３名（行政経験者、医師、弁護士）で構成されており、法に基

づき、支部から独立して、支部の行った処分の審査、裁決を行います。また、審理に際して

意見を述べることができる参与４名が指名されています。 

 

令和６年度の基金京都府支部審査会の審査等状況は以下のとおりです。 

 

 

 

                 

 

  

（件）

府

知事部局等 教育委員会 警察本部

Ｒ５ 270 17 91 162 10 79 9 18 386

Ｒ６ 224 18 101 105 15 62 11 11 323

Ｒ５ 28 10 11 7 3 10 4 3 48

Ｒ６ 17 6 4 7 3 8 0 4 32

Ｒ５ 298 27 102 169 13 89 13 21 434

Ｒ６ 241 24 105 112 18 70 11 15 355

対前年比 △ 57 △ 3 3 △ 57 5 △ 19 △ 2 △ 6 △ 79

増減率 -19.1% -11.1% 2.9% -33.7% 38.5% -21.3% -15.4% -28.6% -18.2%

計
年度

通勤災害

公務災害

合　計

災害の種類

団体の種類

大学法人 市 町村
一部事務組合
広域連合･財産区

前年度からの

繰越案件 

令和６年度 次年度への 

繰越案件 

審 査 会 

開催回数 受理 裁決 取下げ 

３ 件 ２ 件 ３ 件 ０ 件 ２ 件 ８ 回 
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地方公共団体は、所属職員１人につき約１２,１４７円の負担金を支出しています 

 基金京都府支部への負担金は、職員の給与の総額に、職種ごとに定められた「負担金率」

を乗じて算出します。 

 負担金額は、第１図のとおり、平成 10 年度をピークに減少傾向が続いていましたが、平成

21 年度の負担金率の引上げ及び平成 22 年度からのメリット制の適用により増加し、以後、

負担金率やメリット率の変動による増減を伴って推移し、近年では給与水準の引き上げ等を

背景に増加傾向にあります。 

 地方公務員災害補償制度は、民間の労働者災害保険制度（労災）と同様に、その経費の全

額が、使用者としての地方公共団体からの負担金等（即ち税金）によって運営されており、

地方公共団体は、所属職員１人につき、平均で約 12,147 円の負担金を支出していることにな

ります。 

 

＜第４表＞ 令和６年度の職種別、団体の種類別負担金額 

 
 ※ 確定負担金払込団体ごとに計上 

 

（第１図 確定負担金の推移） 

 

（円）

府

知事部局等 教育委員会 警察本部

義務教育学校職員 55,025,741 0 55,025,741 0 0 0 0 0 55,025,741

義務教育学校職員
以 外 の 教 育 職 員

35,762,791 0 35,762,791 0 19,249,340 6,955,144 1,140,758 32,583 63,140,616

警 察 職 員 218,639,035 0 0 218,639,035 0 0 0 0 218,639,035

消 防 職 員 0 0 0 0 0 16,208,206 1,567,663 9,986,877 27,762,746

電 気 ･ガ ス ･ 水道
事 業 職 員

670,232 670,232 0 0 0 5,549,539 832,473 0 7,052,244

運 輸 事 業 職 員 0 0 0 0 0 145,386 123,331 0 268,717

清 掃 事 業 職 員 0 0 0 0 0 7,578,944 351,269 4,470,356 12,400,569

船 員 643,785 418,845 224,940 0 0 0 0 0 643,785

そ の 他 の 職 員 29,290,652 29,290,652 0 0 0 50,515,570 9,235,444 9,406,033 98,447,699

計 340,032,236 30,379,729 91,013,472 218,639,035 19,249,340 86,952,789 13,250,938 23,895,849 483,381,152

（参考）前年度計 316,215,980 28,309,762 75,200,771 212,705,447 18,406,469 84,107,716 12,738,985 22,714,029 454,183,179

計
職　種

団体の種類

大学法人 市 町村
一部事務組合
広域連合･財産区
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収支率（給付費／負担金）は前年度から減少し、８２.９％となっています 

 公務上の災害又は通勤災害該当の災害と認定された被災職員等に対し給付された、令和６

年度の補償及び福祉事業の給付費の総額は、第５表のとおり、400,490 千円となっており、

令和５年度に比べ、16,090 千円の減少となりました。 

 

 また、令和６年度の基金京都府支部の収支率は、前年度の 91.7％から 8.8 ポイント減少し

て 82.9％となり、前年度から引き続き改善し 100％を下回っています。災害防止に努めると

ともに死亡・重傷事案を抑制することで、引き続き収支率の改善にご協力をお願いします。 

 

＜第５表＞ 公務災害・通勤災害に係る補償、福祉事業の金額 

 
（第２図 収支率の推移） 

 

 ※ 収支率 ＝ 給付費（＝補償＋福祉事業）÷ 負担金  

（円）

Ｒ５ 205,797,987 56,689,781 13,632,708 17,621,136 293,741,612

Ｒ６ 214,944,214 43,890,973 13,781,049 5,370,810 277,987,046

Ｒ５ 23,952,186 12,931,328 2,650,708 709,300 40,243,522

Ｒ６ 42,370,504 10,122,230 2,663,031 1,888,904 57,044,669

Ｒ５ 229,750,173 69,621,109 16,283,416 18,330,436 333,985,134

Ｒ６ 257,314,718 54,013,203 16,444,080 7,259,714 335,031,715

Ｒ５ 40,139,954 14,217,021 6,252,504 3,144,714 63,754,193

Ｒ６ 30,855,198 14,285,572 4,132,195 136,427 49,409,392

Ｒ５ 16,007,077 1,045,299 723,650 1,064,600 18,840,626

Ｒ６ 7,654,798 6,522,695 733,599 1,138,100 16,049,192

Ｒ５ 56,147,031 15,262,320 6,976,154 4,209,314 82,594,819

Ｒ６ 38,509,996 20,808,267 4,865,794 1,274,527 65,458,584

Ｒ５ 245,937,941 70,906,802 19,885,212 20,765,850 357,495,805

Ｒ６ 245,799,412 58,176,545 17,913,244 5,507,237 327,396,438

Ｒ５ 39,959,263 13,976,627 3,374,358 1,773,900 59,084,148

Ｒ６ 50,025,302 16,644,925 3,396,630 3,027,004 73,093,861

Ｒ５ 285,897,204 84,883,429 23,259,570 22,539,750 416,579,953

Ｒ６ 295,824,714 74,821,470 21,309,874 8,534,241 400,490,299

9,927,510 △ 10,061,959 △ 1,949,696 △ 14,005,509 △ 16,089,654

3.5% -11.9% -8.4% -62.1% -3.9%

計

対前年比

福祉事業

補償

福祉事業

補償

福祉事業

計

合　計

公務災害

通勤災害

給付費
の種別

計

災害の種類 年度

団体の種類

市 町村
一部事務
組合　等

府

増減率

計

補償
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２２  公公務務災災害害のの状状況況                                          

令和６年度の公務上災害の認定件数は３２３件です 

 公務上災害の認定件数の推移は、第３図のとおりであり、令和６年度は 323 件となってい

ます。昭和 55 年以降は概ね年間 600 件程度で推移していましたが、近年は 300 件から 400 件

程度となっています。 

 令和６年度の認定件数は前年度に比べ、警察職員で 57 件減少し、前年度に比べ一定の改善

が見られました。一方で、それ以外の職種では概ね横ばいとなっていますので、引き続き、

それぞれの職務の特性に応じた公務災害防止に努めましょう。 

 

（第３図 公務上災害認定件数の推移） 

 
 

 

 

令和６年度の死亡事案の認定件数は１件です 

令和６年度は訓練中の死亡事案が１件発生しました。また、令和２年度から令和３年

度にかけて２年連続で死亡事案が発生しています。うち１件は、高所作業中の転落事故

によるものです。これまでから同様の負傷事案はたびたび発生しておりますが、不幸に

も死亡に至ったものです。 

いまだに、イス・机やロッカーなどを踏み台にして転落する事案が後を絶ちません。

また、転落による被災の多くは、ヘルメットや安全帯を着用していないなど安全確保が

不十分な状態であり、死亡していてもおかしくなかったものです。 

今一度、各職場における作業実態を確認いただき、ヒヤリハットを無視することなく、

法令に定められている以上の安全対策を徹底してください。 

 

＜第６表＞最近 10 年間の死亡事案原因内訳 

死亡原因 件数 
教育 警察 その

他 職員 職員 

交通事故 0 0 0 0 

そ の 他 6 2 2 2 

計 6 2 2 2 
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※ いずれも公務上に認定されたもの

（通勤該当を含まない） 
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年間平均で、職員１，０００人あたり８．１人が被災しています 

 団体別（府は任命権者別）の認定件数及び認定千人比は、第７表及び第８表のとおりです。

警察本部の認定千人比が前年度に比べ減少している一方で、教育委員会では増加しています。 

 

＜第７表＞ 令和６年度の公務上災害職種別、団体別認定件数 

 
 

＜第８表＞ 年度別、団体別公務上災害認定件数及び千人比 

 
※ 職員数については、確定負担金払込職員数による 

 

  

（件）

府

知事部局等 教育委員会 警察本部

義務教育学校職員 66 0 66 0 0 66

義務教育学校職員
以 外 の 教 育 職 員

35 0 35 0 24 59

警 察 職 員 105 0 0 105 0 105

消 防 職 員 0 0 0 0 8 8

電 気 ･ガ ス ･ 水道
事 業 職 員

0 0 0 0 3 3

運 輸 事 業 職 員 0 0 0 0 0 0

清 掃 事 業 職 員 0 0 0 0 8 8

船 員 0 0 0 0 0 0

そ の 他 の 職 員 18 18 0 0 56 74

計 224 18 101 105 99 323

計
職　種

団体の種類

市町村等

（件）

府

知事部局等 教育委員会 警察本部

291 26 108 157 118 409

71.1% 6.4% 26.4% 38.4% 28.9% 100.0%

千人比 12.3 5.9 8.9 22.1 7.4 10.3

170 19 85 66 99 269

63.2% 7.1% 31.6% 24.5% 36.8% 100.0%

千人比 7.2 4.3 7.0 9.3 6.2 6.8

148 21 86 41 105 253

58.5% 8.3% 34.0% 16.2% 41.5% 100.0%

千人比 6.3 4.7 7.2 5.7 6.5 6.4

195 21 101 73 90 285
68.4% 7.4% 35.4% 25.6% 31.6% 100.0%

千人比 8.3 4.7 8.4 10.2 5.6 7.2
270 17 91 162 116 386

69.9% 4.4% 23.6% 42.0% 30.1% 100.0%
千人比 11.4 3.8 7.5 22.9 7.2 9.7

224 18 101 105 99 323

69.3% 5.6% 31.3% 32.5% 30.7% 100.0%

千人比 9.5 4.1 8.4 14.8 6.1 8.1

計
年　度

団体の種類

市町村等

認定件数

令６

令１

令２

令３

認定件数

認定件数

認定件数

令５
認定件数

令４
認定件数

－ 13－



- 14 - 

  

電気・ガス・水道事業職員が、全国と比べて高い認定比率となっています 

 基金京都府支部における職種別の認定千人比を全国状況と比較すると、第９表及び第４図

のとおり、大半の職種について全国平均より下回る比率となっています。令和６年度につい

ては、電気・ガス・水道事業職員が全国と比べて高い比率となりました。 

 令和２年度以降の推移をみると、義務教育学校職員の認定千人比が増加を続けています。

前年度まで増加を続けていた警察職員は、改善が見られました。 

 

＜第９表＞ 年度別、職種別公務上災害認定千人比 

 

 

（第４図 職種別公務上災害認定の千人比全国比較） 
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負傷の大半は、通常の職務遂行中に発生しています 

 令和６年度の公務上災害認定事案を災害発生時の態様別にみると、第 10 表及び第５図のと

おり、警察職員を除き、どの職種においても通常の職務遂行中の負傷が多数を占め、計 204

件となっています。 

 公務災害は、必ずしも特殊な状況、特殊な環境で発生するものではなく、日常の職務環境

を注意深く観察（危険予知）し行動する（事前回避）ことで、事故、負傷の発生を防ぐこと

ができます。 

 このほか、特徴的な傾向として、警察職員の訓練中の負傷が多く発生しています。災害発

生様態について職種ごとの特徴を踏まえ、具体的な災害防止策を講じることが必要です。 

 

＜第 10 表＞ 令和６年度の公務上災害 職種別、態様別認定件数 

  
（第５図 令和６年度の公務上災害態様別認定状況） 
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被災職員自身の不注意による負傷が全体の６割以上を占めています 

慣れ、注意散漫、確認不足、手順の省略は、事故につながります 

 令和６年度の公務上災害認定事案を災害発生の原因別にみると、第 11 表及び第６図のとお

り、不注意が 194 件と全体の６割以上を占めており、その他 129 件についても、教育職員の

生徒・児童指導中や体育・部活指導中の負傷、警察職員の訓練中の負傷、医療関係者の患者

対応中の負傷などですが、準備不足や不注意などが含まれている事案も少なくありません。 

 また、第三者加害行為の中には被災職員の過失割合の高い事故等も含まれ、少しの注意で

かなりの災害を未然に防止できるものと考えられます。 

 

＜第 11 表＞ 令和６年度の公務上災害原因別・職種別認定件数 

 

 

（第６図 令和６年度の公務上災害原因別・職種別認定状況） 
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警察職員では若年層に被災が集中し、市町村等ではベテラン層の被災がやや多い 
 

 令和６年度の公務上災害認定事案を被災時の年齢別にみると、第 12 表及び第７図のとおり、

全体では若年層になるほど被災数がやや多くなる傾向にあります。 

団体の種類別での特徴としては、警察職員で 20 歳代に被災が集中していることがわかりま

す。これは、警察職員の訓練が若年者を中心に行われているほか、業務に不慣れなこと等に

よる影響が大きいと考えられ、該当する職種・年齢層にある職員には、より一層の注意が求

められます。 

また、警察職員以外では各年代で災害が発生しており、世代を問わず、不注意等による被

災を防ぐよう意識して業務にあたることが必要です。 

 

＜第 12 表＞ 令和６年度の団体別、年齢別公務上災害認定件数 

 

 

（第７図 令和６年度の団体別、年齢別公務上災害認定状況（構成比）） 
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知事部局等では、約３件に２件が「不注意」による被災です 

令和６年度の知事部局等職員の公務上災害認定件数は 18 件で前年度から１件増加し、その

７割が不注意によるものです。床面に障害物となるものを置かないなど、環境面で事故防止

を図ることはもとより、慣れた作業であっても十分な安全確認を行うようにしてください。 

部局別では、農林水産部が６件で最も多く、次いで健康福祉部（うち２件は病院）と広域

振興局がそれぞれ４件となっています。公務災害が多発する所属に偏りがみられるほか、ハ

チ刺されなども発生していますので、業務の特性に応じた防止策を検討しましょう。 

 

 

教育委員会では、作業中や移動中の負傷が多発しています 

イスや机、ロッカーなどを踏み台にしないで！ 

令和６年度の教育職員（府教育委員会）の公務上災害認定件数は 101 件で、前年度に比べ

10 件増加しています。  

災害発生の内訳を学校別にみると、府内小学校 36 件、府内中学校 7 件、府立高等学校・中

学校 31 件、府立支援学校等 26 件となっています。前年度と比べると、特に府立支援学校が

８件増加しています。 

態様別にみると、生徒指導中の災害が 28 件で最も多く、次いで移動中 22 件、体育・クラ

ブ指導中及び作業中がそれぞれ 21 件となっています。 

各災害態様がほぼ同数起こっており、そのほとんどが被災職員自身の注意や十分な準備運

動で防げたものと考えられます。 

また、教育委員会では、未だに椅子等を踏み台に作業をして転落する事案が発生していま

す。死亡事故につながる危険な行為であることを全職員が認識するよう具体的な対策を講じ

てください。施設の瑕疵によると考えられる事案も発生していますので、各所属においてヒ

ヤリハットを把握し、先手先手で対策を講じることで公務災害防止に努めましょう。 

 

（第８図 令和６年度の教育職員公務上災害 所属校別、被災様態別 内訳） 
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警察職員では、前年度に比べ被災件数が改善しています！ 

引き続き、若手の職務中・訓練中の被災に、特に注意してください 

 令和６年度の警察職員の公務上災害認定件数は 105 件で、前年度の 162 件から 57 件減少し

ましたが、これは訓練中の被災が大幅に減少したことによるものです。一方で、訓練中に死

亡事案が発生していることから、訓練の安全な実施について一層の取組みが求められます。 

様態別認定件数の年齢構成をみると、訓練中の被災は 39 歳以下が８割以上を占めています。

年代により被災様態に偏りがあることを踏まえて再発防止策を講じるよう努めてください。 
 
（第９図 令和６年度の警察職員公務上災害 被災様態別内訳） 

  
 

市町村等職員（一部事務組合、財産区含む）では、不注意による被災が多発しています 

令和６年度の市町村等職員（一部事務組合、財産区等を含む）の公務上災害の認定件数は

99 件で、職種別にみると、その他の職員が 56 件と最も多く、次いで義務教育学校職員以外

の教育職員 24 件、清掃事業職員と消防職員がそれぞれ８件、電気・ガス・水道事業職員３件

となっています。 

全体のうち 22 件が「その他の一般事務関係職」の被災ですが、８割以上が、荷物に躓いた

り階段を踏み外したりするなど不注意に起因するものです。次いで、全体のうち 15 件が「看

護師」ですが、確認不足による針刺しや転倒など被災職員自身の不注意で発生したものが多

数見受けられます。 

職種別公務上災害認定千人比では、清掃事業職員の発生率が特に高くなっています。 
 
（第 10 図 市町村等職員（一部事務組合、財産区含む）の職種別公務上災害認定 千人比） 
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３３  公公務務災災害害補補償償等等支支給給状状況況                                  

公務災害補償の総額は、約２億７８００万円（前年度比 約１６００万円減）です 

 令和６年度の補償の件数（同一災害について同一人に支払われたものは、１件とみる。）及

び補償額をみると、第 13 表のとおり、437 件 277,987 千円で、前年度に比べて、件数は 54

件の減少、金額では 15,755 千円の減少となっています。 

 

＜第 13 表＞ 公務災害に係る補償件数及び金額 

 

 令和６年度の補償の種類別件数及び金額等は、第 14 表及び第 11 図のとおり、療養補償が

380 件と補償件数の９割近くを占め、補償額でも 136,795 千円と全体の半分近くを占めてい

ます。また、遺族補償年金・一時金が 34 件 87,962 千円、障害補償年金・一時金が 21 件 51,504

千円となっています。前年度と比較すると、療養補償及び障害補償については補償額が減少

した一方で、遺族補償については増加しています。 

 公務災害補償は、療養補償並びに障害補償及び遺族補償の年金等を補償の根幹としていま

すが、「療養補償」が災害発生の度に医療機関等へ療養費を支払うものとして公務災害認定の

動向に連動しているのに対し、「障害補償年金」及び「遺族補償年金」は過去に被災した職員

又は遺族に対し定期的に年金を支給するもので固定的性質があります。全補償額に占める年

金の割合は、令和６年度で４割以上となっています。 

 また、１件あたりの補償額では、遺族補償が 2,587 千円、障害補償が 2,453 千円、療養補

償が 360 千円となっています。 

 職種別にみると、補償総額では、警察職員が一番多く 167,352 千円と約６割を占め、次い

でその他職員の 32,770 千円となっています。補償件数では、警察職員が最多の 191 件、次い

でその他の職員の 84 件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

主な補償の種類と内容 

療養補償：傷病が治ゆ（症状固定）するまでの間、診察や薬剤の支給など必要な療養

を行うための費用を支給する。 

障害補償：傷病が治ゆ（症状固定）した後に、障害等級表（第１級～第 14 級）に定め

る障害が残存した場合に、第７級以上の場合は年金を、第８級以下の場合は

一時金を支給する。 

遺族補償：公務又は通勤により死亡した職員の遺族（生計維持関係のある特定の親族）

に年金を支給する。 

（件、円）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

令２ 362 125,415,330 21 41,416,620 33 84,583,045 2 4,232,760 418 255,647,755

令３ 363 96,419,781 18 39,040,694 34 88,903,837 3 2,359,440 418 226,723,752

令４ 294 59,554,669 25 63,573,160 36 100,312,595 2 1,768,620 357 225,209,044

令５ 437 161,202,586 21 52,680,397 32 79,009,639 1 848,990 491 293,741,612

令６ 380 136,795,266 21 51,504,495 34 87,961,505 2 1,725,780 437 277,987,046

対前年比 △ 57 △ 24,407,320 0 △ 1,175,902 2 8,951,866 1 876,790 △ 54 △ 15,754,566

療養補償
障害補償

年金・一時金

補　償　区　分

年度
遺族補償

年金・一時金
その他の補償 計

解解  説説  

－ 20－
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＜第 14 表＞ 令和６年度の公務災害に係る補償の種類別、職種別件数及び金額 

 
 

（第 11 図 令和６年度の公務災害に係る補償の種類別比率） 

  

（件、円）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

義務 教育学校職員 71 13,156,621 0 0 0 0 3 6,521,565 0 0 3 6,521,565

義務 教育学校職員
以 外 の 教 育 職 員

53 10,112,859 0 0 0 0 2 2,715,999 0 0 2 2,715,999

警 察 職 員 168 104,298,226 0 0 0 0 5 12,187,857 1 5,689,680 6 17,877,537

消 防 職 員 10 308,657 0 0 0 0 3 6,804,666 0 0 3 6,804,666

電 気 ･ ガ ス ・
水 道 事 業 職 員

2 44,721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

運 輸 事 業 職 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

清 掃 事 業 職 員 2 375,404 0 0 0 0 2 4,370,083 1 1,418,444 3 5,788,527

船 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

そ の 他 の 職 員 74 8,498,778 0 0 0 0 3 7,829,733 1 3,966,468 4 11,796,201

計 380 136,795,266 0 0 0 0 18 40,429,903 3 11,074,592 21 51,504,495

構成割合

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
構成
割合

義務 教育学校職員 0 0 1 2,345,533 0 0 1 2,345,533 0 0 75 22,023,719 7.9%

義務 教育学校職員
以 外 の 教 育 職 員

0 0 8 18,600,481 0 0 8 18,600,481 0 0 63 31,429,339 11.3%

警 察 職 員 0 0 15 35,030,444 1 9,544,000 16 44,574,444 1 601,320 191 167,351,527 60.2%

消 防 職 員 0 0 2 6,162,316 0 0 2 6,162,316 0 0 15 13,275,639 4.8%

電 気 ･ ガ ス ・
水 道 事 業 職 員

0 0 2 4,928,482 0 0 2 4,928,482 0 0 4 4,973,203 1.8%

運 輸 事 業 職 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

清 掃 事 業 職 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6,163,931 2.2%

船 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%

そ の 他 の 職 員 1 1,124,460 5 11,350,249 0 0 5 11,350,249 0 0 84 32,769,688 11.8%

計 1 1,124,460 33 78,417,505 1 9,544,000 34 87,961,505 1 601,320 437 277,987,046 100.0%

構成割合

職　種
介護補償

療養補償
障害補償

職　種

補　償　区　分

（件、円）

休業補償 傷病補償年金
年金 一時金 小計

年金 一時金 小計
計

遺族補償 葬祭補償

4.0% 18.5%

0.4% 28.2% 3.4% 31.6% 0.2% 100.0%

補　償　区　分

49.2% 0.0% 0.0% 14.5%

療養補償, 49.2%

障害補償, 18.5%

介護補償, 0.4%

遺族補償, 31.6%

葬祭補償, 0.2%

－ 21－
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警察職員で重傷者の割合が特に高い傾向 

 最も件数が多く、通常、すべての被災職員に対して支給することとなる療養補償について、

職種別に分析したものが第 15 表です。傷病の軽重の程度は、１件当たりの療養補償費から推

定することができますが、これを職種別にみると、警察職員が 621 千円、義務教育学校以外

の教育職員が 191 千円、清掃事業職員が 188 千円と、他の職種に比べて重傷の傷病者が多く

発生する傾向にあります。 

 

 また、構成人員１人当たりの療養補償費を職種別にみた場合、最も高いのが警察職員で職

員１人当たり 14.7 千円、次いで義務教育学校職員で職員１人当たり 1.6 千円となっており、

特に警察職員が発生率及び重傷度の高い職種であることがわかります。 

 

 さらに、療養補償費を負担金で除したものを療養補償収支率といいますが、この数値が高

いほど、負担金に占める療養補償の割合が高く、補償の収支を逼迫させる原因となっている

ことになり、メリット制における増減率悪化の可能性が高いことを示しています（メリット

制は平成 22 年度から都道府県・政令市等に導入）。 

 療養補償収支率を職種別にみると、警察職員が 47.7％と他の職種と比べて非常に高くなっ

ており、次いで義務教育学校職員が 23.9％と高く、公務災害発生の防止等の対策が課題とな

っています。 

 

＜第 15 表＞ 令和６年度の職種別療養補償金額 及び 療養補償収支率 

 

※ 療養補償収支率 ＝ 療養補償費／負担金 

 

 

  

（円）

１ 件 当 た り
療 養 補 償

構 成 人 員 １ 人
当たり 療養補償

療 養 補 償
収 支 率

義務教育学校職員 185,305 1,637 23.9%

義務教育学校職員
以 外 の 教 育 職 員

190,809 1,332 16.0%

警 察 職 員 620,823 14,742 47.7%

消 防 職 員 30,866 184 1.1%

電 気 ･ ガ ス ・
水 道 事 業 職 員

22,361 67 0.6%

運 輸 事 業 職 員 0 0 0.0%

清 掃 事 業 職 員 187,702 818 3.0%

船 員 0 0 0.0%

そ の 他 の 職 員 114,848 598 8.6%

全職種平均 359,988 3,438 28.3%

令和５年度
全職種平均

368,885 4,052 35.5%

　　　　　　区　分

職　種

－ 22－
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公務災害の福祉事業の総額は約５７００万円です 

 福祉事業の実施状況は、第 16 表のとおりであり、令和６年度の給付額は 57,045 千円でし

た。福祉事業には、補装具、アフターケアなど、被災職員の円滑な社会復帰を促進するため

の制度と、特別支給金、特別援護金など障害補償年金や遺族補償年金等に付加して資金を給

付する制度があり、大半は年金や一時金等の補償への付加的給付となっています。  

 

＜第 16 表＞ 年度別公務災害に係る福祉事業の実施状況 

 

 

 

 

福祉事業とは？ 

基金は、公務災害又は通勤災害を受けた職員等の福祉に関して必要な事業を行うよう

努めなければならないこととされています。（地公災法第 47 条） 

福祉事業は、補償による定型的な金銭給付だけでは、必ずしも十分に被災職員等の生

活の安定、福祉の維持向上を図り得ないと考えられる場合に基金が行う施策です。 

主な福祉事業の概要は以下のとおりとなっていますが、これらは、民間の労働者災害

保険制度や国家公務員災害補償制度とほぼ同等の制度となっています。 

 

補 装 具： 障害等級に該当する職員に義肢、義眼等の補装具を支給する。 

アフターケア： 傷病が治ゆした職員のうち、一定の障害、特定の傷病を有する者に

ついて、診察、検査等の費用を支給する。 

特別援護金、特別支給金及び特別給付金： 

 休業補償、傷病補償、障害補償及び遺族補償の受給者に対し、見舞

金、学費の支弁、生活の援護等の趣旨で、補償に加えてそれぞれ一定

金額を支給する。 

  

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 788,308 2 735,080 2 764,550 3 489,213 3 638,248

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 216,000 2 342,000 3 1,286,000 3 1,146,000 3 1,278,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

障 害 特別 年 金 0 0 0 0 2 6,000,000 0 0 0 0

支 給 金 一 時 金 4 320,000 5 1,340,000 7 1,530,000 4 1,570,000 3 920,000

遺 族 特別 年 金 0 0 2 6,000,000 1 3,000,000 0 0 0 0

支 給 金 一 時 金 0 0 0 0 1 3,000,000 0 0 1 3,000,000

障 害 特別 年 金 0 0 0 0 2 29,200,000 0 0 0 0

援 護 金 一 時 金 4 1,800,000 5 6,800,000 7 7,850,000 4 7,850,000 3 4,700,000

遺 族 特別 年 金 0 0 2 37,200,000 1 18,600,000 0 0 0 0

援 護 金 一 時 金 0 0 0 0 1 18,600,000 0 0 1 17,350,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

障 害 特別 年 金 18 7,842,432 18 7,727,923 19 9,974,980 19 8,690,930 19 8,736,919

給 付 金 一 時 金 4 592,489 5 2,789,014 7 3,497,651 4 3,564,240 3 2,214,917

遺 族 特別 年 金 34 17,561,725 35 18,905,974 36 18,419,561 33 16,933,139 33 16,297,785

給 付 金 一 時 金 0 0 0 0 1 2,905,800 0 0 1 1,908,800

67 29,120,954 76 81,839,991 90 124,628,542 70 40,243,522 70 57,044,669

区　分

傷 病 特 別 支 給 金

傷 病 特 別 給 付 金

計

外 科 後 処 置

補 装 具

ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ

ア フ タ ー ケ ア

休 業 援 護 金

奨 学 援 護 金

（件、円）

令６

年度

令５令２ 令３ 令４

解解  説説  
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４４  通通勤勤災災害害のの状状況況                                          

令和６年度の通勤災害の認定件数は３２件です 

 通勤災害該当として認定した件数の推移は、第 17 表及び第 12 図のとおりであり、令和６

年度は 32 件で前年度に比べ 16 件減少しました。 

最近の傾向として、自転車や自動二輪（原付含む）での事故が増加しており、これらによ

る事故は重傷化しやすいことからも、事故防止に向けた取組が不可欠です。 

 通勤災害補償制度は、昭和 48 年の法改正により公務遂行下にない通勤途中の災害について

も補償の対象とされたもので、近年は毎年 40 件から 50 件程度で推移しています。 

また、令和６年度に認定した通勤災害を職種別にみると、第 17 表のとおり、その他の職員

が 12 件で４割近くを占めています。 

 

＜第 17 表＞ 年度別、職種別通勤災害認定状況 

 

※ 通勤災害非該当の事案を除く 

 

（第 12 図 通勤災害認定件数の推移） 

 

（件）

構成割合 千人比

義務教育学校職員 2 2 10 6 2 6.3% 0.25

義務教育学校職員
以 外 の 教 育 職 員

3 4 9 7 6 18.8% 0.79

警 察 職 員 12 12 11 7 7 21.9% 0.99

消 防 職 員 2 1 0 1 2 6.3% 1.19

電 気 ･ガ ス ･ 水道
事 業 職 員

1 0 1 0 1 3.1% 1.49

運 輸 事 業 職 員 0 0 0 0 0 0.0% 0.00

清 掃 事 業 職 員 1 0 0 1 2 6.3% 4.36

船 員 0 0 0 0 0 0.0% 0.00

そ の 他 の 職 員 16 21 23 26 12 37.5% 0.84

計 37 40 54 48 32 100.0% 0.80

職　種
令４令２ 令３ 令６令５
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バイク（自動二輪・原付）の事故が多発しています 

通勤災害の態様別認定状況をみると、第 18 表のとおり、出勤途上の被災が６割を占めてい

ます。 

災害発生時の通勤手段をみると、バイク・原付利用が 15 件、徒歩が９件、自転車利用が２

件となっています。事故の相手方については、相手方なしの被災が 29 件であり、９割がいわ

ゆる自損事故となっています。 

二輪の乗り物（バイクや自転車）は、機動性が高く便利な反面、非常に転倒しやすく、降

雨や路面凍結などにより自損事故を起こしやすい乗り物です。また、他の交通手段と比較し

て事故時に重傷を負う可能性が極めて高い一面もあります。 

公共交通機関の利用を基本とし、交通事情等によりバイクや自転車を利用する場合は、交

通ルールを遵守した安全な運転を心がけてください。また、路面凍結等により安全な運行が

できないことが予想される場合は、他の手段により通勤いただくようお願いします。 

なお、相手方がない場合の災害発生状況は、路面状況等によるものが 23 件であり、そのう

ち 13 件が徒歩等によるものです。 

 

＜第 18 表＞ 通勤災害の態様別認定状況    （第 13 図 通勤災害の態様別認定状況） 

 

事故時の通勤方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故の相手方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

寒い時期の徒歩や二輪による転倒事故が相次いでいます。路面は気温３℃以下で凍結

するとされていますので、最低気温等を確認し安全な手段で外出しましょう。 

リュックなどで常に両手を使える状態にするとともに、なるべく厚手の服を着用する

ことで、万が一転倒した場合でも大怪我につながりにくくなります。 

徒歩, 28%
自転車利用, 6%

バイク･原付利用, 47%

自動車利用, 3%

公共交通機関, 16%

冬冬場場のの転転倒倒にに注注意意！！  

年度 (件)　

構成割合

48 32 100.0%

出退勤別 出勤途上 29 20 62.5%

退勤途上 19 12 37.5%

13 9 28.1%

12 2 6.3%

14 15 46.9%

3 1 3.1%

6 5 15.6%

0 0 0.0%

事故の相手方 歩行者 0 0 0.0%

自転車 0 0 0.0%

バイク 1 1 3.1%

自動車 7 2 6.3%

公共交通機関 0 0 0.0%

その他 1 0 0.0%

相手方なし 39 29 90.6%

（参考）相手方がない場合の通勤方法と事故原因

バイク 自転車 徒歩等
路面状況等による自損 8 2 13
事故回避行動に起因する転倒等 3 0 1
その他（操作ミスや整備不良等） 1 0 1

相
手
方
あ
り

徒歩

自転車利用

バイク･原付利用

自動車利用

公共交通機関

その他

様　態　区　分

通勤災害の件数

事故発生時
の通勤方法

令６令５

バイク

3%
自動車

6%

その他

0%

自損事故

91%

－ 25－
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通勤災害の補償は約４９００万円、福祉事業は約１６００万円です 

 令和６年度に基金京都府支部が行った通勤災害に係る補償は、第 19 表及び第 14 図のとお

り、療養補償、障害補償及び遺族補償等であり、補償総額は 59 件 49,409 千円、また、福祉

事業は総額で 23 件 16,049 千円となっています。 

 

＜第 19 表＞ 令和６年度の通勤災害に係る補償の種類別、職種別件数 及び 金額 

並びに福祉事業の実施状況 

 
 

（第 14 図 令和６年度の通勤災害に係る補償の種類別比率） 

 
 

 

 

公務災害と通勤災害の補償内容等 

通勤災害の補償及び福祉事業の対象、内容や給付額の算定方法は、公務災害とほぼ同

様の制度となっていますが、障害補償及び遺族補償の特別援護金は、公務災害の方が通

勤災害よりも高額に設定されています。 

    

（件、円）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

義務教育学校職員 6 1,582,623 1 3,013,766 0 0 0 0 7 4,596,389 1 602,716 8 5,199,105

義務教育学校職員
以 外 の 教 育 職 員

6 802,680 2 8,193,608 0 0 0 0 8 8,996,288 4 4,188,701 12 13,184,989

警 察 職 員 10 1,049,021 3 8,332,533 1 2,345,533 0 0 14 11,727,087 4 2,135,565 18 13,862,652

消 防 職 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,138,100 3 1,138,100

電 気 ･ ガ ス ・
水 道 事 業 職 員

1 20,048 0 0 0 0 0 0 1 20,048 0 0 1 20,048

運 輸 事 業 職 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

清 掃 事 業 職 員 1 402,320 0 0 0 0 0 0 1 402,320 0 0 1 402,320

船 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

そ の 他 の 職 員 22 3,360,850 3 12,999,161 3 7,307,249 0 0 28 23,667,260 11 7,984,110 39 31,651,370

計 46 7,217,542 9 32,539,068 4 9,652,782 0 0 59 49,409,392 23 16,049,192 82 65,458,584

令和５年度 61 32,828,347 8 21,394,214 4 9,531,632 0 0 73 63,754,193 18 18,840,626 91 82,594,819

職　種 福祉事業 合計

区　分

療養補償
障害補償

年金・一時金
遺族補償

年金・一時金
その他の補償 小　計

療養補償, 11.0%

障害補償, 49.7%
遺族補償, 14.7%

福祉事業, 24.5%

解解  説説  

－ 26－
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５５  第第三三者者加加害害事事案案のの処処理理状状況況                                

第三者加害事案の認定件数は、８件（公務災害・通勤災害認定の約２．３％）です 

 令和６年度において公務上又は通勤該当の災害と認定したもののうち、第三者加害事案の

占める割合は、公務災害では 323 件中５件で 1.5％、通勤災害では 32 件中３件で 9.4％、全

体では 355 件中８件で 2.3％となっています。 

 通勤災害で第三者加害事案の割合が高いのは、相手方のある交通事故による被災が一定割

合を占めているためです。 

 

 

 

第三者加害事案は、交通事故によるものが約７割です 

 令和６年度における第三者加害事案の発生事由をみると、第 20 表のとおり、公務災害では、

交通事故が２件、公務執行妨害が３件となっています。また、通勤災害では、３件すべてが

交通事故となっています。 

 交通事故においては、加害者加入の自動車損害賠償責任保険（自賠責）や任意保険のほか、

被災職員自身が加入している人身傷害補償保険からも保険金を受けることができますが、基

金の補償と重複して受け取ることはできません。 

 公務執行妨害では、加害者が無資力な場合や勾留されているため示談が不可能な場合も多

いことから、補償先行により認定される場合がほとんどです。 

 

＜第 20 表＞ 令和６年度の第三者加害事案の事由別内訳及び処理状況 

 
 第三者加害事案に対する求償、免責等の事務に当たっては、加害者や保険会社との折衝等

が必要であり、処理を誤ると求償が困難になる場合もあります。より円滑に事務を進めるた

め、災害発生当初から基金京都府支部と密接な連絡を取るなど、所属及び被災職員の積極的

な協力が望まれます。 

  

（件）

府 計

知事部局等 教育委員会 警察本部 構成割合
うち

補償先行
うち

示談先行

公務 1 0 0 1 1 2 25.0% 1 1

通勤 0 0 0 0 3 3 37.5% 3 0

公 務 執 行 妨 害 公務 3 0 0 3 0 3 37.5% 3 0

生 徒 加 害 公務 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0

同 僚 加 害 公務 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0

動 物 管 理 瑕 疵 公務 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0

公務 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0

通勤 0 0 0 0 0 0 0.0% 0 0

公務 4 0 0 4 1 5 62.5% 4 1

通勤 0 0 0 0 3 3 37.5% 3 0

合計 4 0 0 4 4 8 100.0% 7 1

構成割合 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 87.5% 12.5%

交 通 事 故

そ の 他

計

団体の種類

事由区分
市町村等

－ 27－
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第三者加害事案とは？ 

交通事故で受傷した場合や公務の執行にあたり暴力を受けた場合など、公務災害・通

勤災害には、第三者（加害者）の故意・過失によって災害が発生する場合があり、これ

を「第三者加害事案」といいます。 

 

第三者加害事案において、被災職員が、基金から先に補償を受けた場合（補償先行）

は、基金は第三者に対し、損害賠償請求（求償）を行うこととなります。 

逆に、被災職員が、第三者（損害保険会社等を含む）から、先に損害賠償を受けた場

合（示談先行）は、被災職員は基金からの補償を二重には受けることができなくなりま

す。（基金の免責） 

 

第三者加害事案により被災した場合には、権利義務関係が複雑になりますので、加害

者に対する賠償請求を放棄したり、安易に過失割合を定めたりすることのないよう、所

属や基金支部と十分に連絡をとりあって加害者との示談を進めてください。 

 

 

 

 

第三者加害事案は、損害賠償に係る権利関係や手続きが複雑になりますので、災害発

生時点から特に慎重に対応することを心がけてください。 

主な注意点は、以下のとおりです。 

 

１．交通事故の場合は「人身事故」として警察へ届けること！ 

公務（通勤）災害として認められるためには、職員に「負傷、疾病、傷害又は死亡」

が生じていることが必要です。交通事故には人身事故（人身に損害のある事故）と物

件事故（物のみに損害のある事故）とがありますが、認定請求をする場合、職員の負

傷等が前提ですので、必然的に人身事故として届けることとなります。 

人身事故の場合、捜査機関により実況見分調書（事故時の状況等をまとめた文書）

が作成されますので、事故状況を客観的に示す資料として利用できます。 

 

２．勝手に示談しないこと！ 

第三者から賠償を受けるためには示談を締結する必要がありますが、被災職員が勝

手に示談した場合、受け取れるはずの賠償が支払われなくなったり、意図せず被災職

員が基金に対して損失を与えてしまったりする場合があります。 

示談を締結する前には、必ず基金に示談案を示してください。 

また、すでに示談していることを隠しての認定請求は、絶対に行わないでください。 

 

３．認定請求をしないほうが良いと思われるケースも！ 

公務（通勤）災害と認定された場合でも、基金からは、物損や精神的苦痛などに対

する補償は行われません。また、職員に代わっての示談交渉も行われません。 

「被災当初から第三者が治療費を全額支払う意向である」など、職員に損害が生じ

ない内容で示談が進みそうな場合は、基金から補償として受け取るものがないため認

定請求を行うメリットがないといえます。 

むしろ、「書類作成に手間をとられたあげく、示談も遅くなった」など、デメリッ

トしかなかったというケースもありますので、メリット（基金の補償）とデメリット

（手間や相手との関係など）を十分検討し、認定請求するか否かを判断しましょう。 

解解  説説  

第第三三者者加加害害事事案案ででははココココにに注注意意！！  

－ 28－
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（（  参参  考考  ））                                              

公務災害、通勤災害団体別認定件数、千人比 

 

 

  

R6年度末対象

職員数　(人) R5年度 R6年度 R5年度 R6年度 R5年度 R6年度 R6年度千人比

4,350 1177 1188 1100 66 2277 2244 55..55

1 2 2 1

1 0 1

1 2 1 1 3

1 1 0

1 1 0

1 0 1

1 1 2 0

0 0

1 3 2 1 3 4

8 4 2 10 4

0 0

5 6 1 6 6

1 1 2 1 3

1 0 1

0 0

12,094 9911 110011 1111 44 110022 110055 88..77

2 1 1 3 1

0 0

乙訓教育局管内 4 4 1 5 4

山城教育局管内 15 14 15 14

南丹教育局管内 2 5 2 5

中丹教育局管内 8 6 8 6

丹後教育局管内 4 7 4 7

乙訓教育局管内 1 1 1 1

山城教育局管内 6 4 3 9 4

南丹教育局管内 1 1 0

中丹教育局管内 2 1 2 1

丹後教育局管内 1 1 1 1

27 31 3 1 30 32

18 26 3 3 21 29

7,075 116622 110055 77 77 116699 111122 1155..88

5 4 1 6 4

1 1 1 1

3 2 5 0

2 3 1 2 4

7 1 7 1

5 2 1 5 3

11 5 11 5

4 3 4 3

81 55 2 5 83 60

43 31 2 45 31

2233,,551199 227700 222244 2288 1177 229988 224411 1100..22

京 都 市 外 警 察 署

警 務 部

生 活 安 全 部

地 域 部

京 都 市 内 警 察 署

刑 事 部

交 通 部

警 備 部

警 察 学 校

京京　　都都　　府府　　計計

総 務 部

市
町
村
立
小
学
校

市
町
村
立
中
学
校

丹 後 広 域 振 興 局

知 事 直 轄

総 務 部

総 合 政 策 環 境 部

健 康 福 祉 部

警 察 本 部

商 工 労 働 観 光 部

農 林 水 産 部

府 立 高 等 学 校 等

府 立 支 援 学 校 等

教 育 委 員 会

危 機 管 理 部

計

中 丹 広 域 振 興 局

教 育 庁 本 庁

教 育 庁 地 域 機 関

山 城 広 域 振 興 局

公　務　災　害 通　勤　災　害
区　　　　　　分

知 事 部 局 等

建 設 交 通 部

議 会 事 務 局

行 政 委 員 （ 会 ）

南 丹 広 域 振 興 局

文 化 生 活 部

－ 29－
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  R6年度末対象

職員数　(人) R5年度 R6年度 R5年度 R6年度 R5年度 R6年度 R6年度千人比

2,263 10 15 3 3 13 18 8.0

208 1 1 1 1

2,055 9 14 3 3 12 17

75 0 0 0.0

22,,333388 1100 1155 33 33 1133 1188 77..77

R6年度末対象

職員数　(人) R5年度 R6年度 R5年度 R6年度 R5年度 R6年度 R6年度千人比

1,491 12 14 1 12 15 10.1

807 3 6 1 4 6 7.4

432 3 3 3 3 6.9

1,421 18 12 3 3 21 15 10.6

209 1 1 1 1 4.8

801 6 3 6 3 3.7

505 0 1 1 1 1 2.0

410 2 1 1 3 1 2.4

603 8 1 2 10 1 1.7

660 6 3 2 2 8 5 7.6

796 4 8 4 8 10.1

1,047 11 4 11 4 3.8

403 1 5 1 5 12.4

499 4 2 4 2 4.0

1100,,008844 7799 6622 1100 88 8899 7700 66..99

R6年度末対象

職員数　(人) R5年度 R6年度 R5年度 R6年度 R5年度 R6年度 R6年度千人比

150 2 1 1 3 1 6.7

243 3 2 3 2 8.2

105 1 2 2 3 2 19.0

126 1 0 1 7.9

52 0 0 0.0

83 1 1 1 1 12.0

362 1 1 1 2 1 2.8

64 0 0 0.0

304 2 0 2 6.6

99 0 0 0.0

255 1 1 1 1 3.9

11,,884433 99 1111 44 00 1133 1111 66..00

計公　務　災　害 通　勤　災　害

計公　務　災　害 通　勤　災　害

公　務　災　害 通　勤　災　害 計

与 謝 野 町

町町　　　　村村　　　　計計

伊 根 町

和 束 町

久 御 山 町

井 手 町

宇 治 田 原 町

笠 置 町

京 丹 後 市

南 山 城 村

南 丹 市

木 津 川 市

京 丹 波 町

精 華 町

市市　　　　　　　　計計

大 山 崎 町

区　　　　　　分

八 幡 市

京 田 辺 市

京 都 府 公 立 大 学 法人

大大　　学学　　法法　　人人　　計計

府 立 大 学

府 立 医 科 大 学

城 陽 市

向 日 市

長 岡 京 市

宮 津 市

亀 岡 市

区　　　　　　分

福 知 山 市

舞 鶴 市

綾 部 市

区　　　　　　分

宇 治 市

福知山公立大学

－ 30－
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R6年度末対象

職員数　(人) R5年度 R6年度 R5年度 R6年度 R5年度 R6年度 R6年度千人比

1 0 0 0.0

615 2 2 2 2 4 6.5

526 5 3 1 5 4 7.6

33 7 2 7 2 60.6

105 2 1 2 1 9.5

13 0 0 0.0

8 0 0 0.0

28 0 0 0.0

141 1 1 0 0.0

33 1 0 1 30.3

90 0 0 0.0

2 0 0 0.0

194 1 1 1 2 1 5.2

4 0 0 0.0

2 0 0 0.0

201 1 1 1 1 2 10.0

0 0 0 －

1 0 0 0.0

13 0 0 0.0

0 1 1 0 －

22,,001100 1188 1111 33 44 2211 1155 77..55

R6年度末対象

職員数　(人) R5年度 R6年度 R5年度 R6年度 R5年度 R6年度 R6年度千人比

0 0 0 0 0 0 0 －

00 00 00 00 00 00 00 －－

R6年度末対象

職員数　(人) R5年度 R6年度 R5年度 R6年度 R5年度 R6年度 R6年度千人比

3399,,779944 338866 332233 4488 3322 443344 335555 88..99

計

区　　　　　　分
計

相 楽 郡 広 域 事 務 組合

宮 津 与 謝 環 境 組 合

乙訓福祉施設事務組合

京都府後期高齢者医療広域連合

公　務　災　害 通　勤　災　害

京 都 地 方 税 機 構

相 楽 東 部 広 域 連 合

公　務　災　害 通　勤　災　害

宮 津 与 謝 消 防 組 合

京 都 府 住 宅 新 築 資 金 等
貸 付 事 業 管 理 組 合

乙 訓 消 防 組 合

総総　　　　合合　　　　計計

京都中部広域消防組合

相 楽 中 部 消 防 組 合

一一  部部  事事  務務  組組  合合  等等　　計計

湯 船 財 産 区

財財    産産    区区    計計

公　務　災　害 通　勤　災　害

乙 訓 環 境 衛 生 組 合

船 井 郡 衛 生 管 理 組合

区　　　　　　分

木津川市精華町環境施設組合

京都府市町村職員退職手当組合

計

京都府自治会館管理組合

国民健康保険南丹病院組合

国民健康保険山城病院組合

城 南 衛 生 管 理 組 合

与謝野町宮津市中学校組合

区　　　　　　分

－ 31－
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（参考） 支部の活動等 

 

 

【公務災害防止事業】 
 

 公務災害防止に向けた公務災害制度及び災害発生の状況等の普及、啓発のため、平成 18

年度から基金京都府支部のホームページを開設し、情報提供を行っています。 

 （ホームページＵＲＬ） https://www.pref.kyoto.jp/chikousai/index.html 

 

 

【研修会の開催等】 
 
  公務災害防止に関する知識を深めていただくため、また、公務災害補償制度の目的や内

容、事務手続について広く周知するため、事務説明会を実施しました。 

 

 

【冊子の作成・配付】 
 

「広報誌 公務災害補償 

京都府支部だより」 

 支部の概要、災害の発生状況等をまとめ、補償業務の円滑

化及び災害の事前防止に役立ててもらう。 

「公務災害 通勤災害 

補償のしおり」 

 被災職員、所属担当者に公務災害制度及び補償の事務を周

知し、災害防止に対する意識を高めるとともに、迅速な事務

処理に役立ててもらう。 

 

 

【迅速な災害認定に向けて】 
 

 公務災害、通勤災害として認定請求されたもののうち、特に心臓・脳血管疾患や精神疾

患等の疾病事案については、種々の原因が複雑に絡み合って発症に至るものとされており、

また、被災職員の素因や基礎疾患が疾病の発症又は増悪に大きく関与している場合が多い

ことから、公務上又は通勤災害該当の認定には膨大な事実調査、医学的資料の収集が必要

となります。 

 このため、基金京都府支部では任命権者に対し、早期の調査を依頼するとともに、医学

的資料の収集を早期に行うことで、認定までの時間を短縮し、被災職員やその遺族の生活

の安定と福祉の向上に寄与するべく努めているところです。 
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